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１ 購入等件名及び数量 

  人事給与管理システム総務事務連携機能追加改修業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県企画財政部情報システム戦略課業務効率化推進担当 埼玉県さいたま市

浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  令和６年４月１日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社高知電子計算センター 高知県高知市本町４丁目１番16号 

５ 契約金額 

  55,055,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１

項第２号に該当 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   県民活動総合センターハード・ネットワークシステム再調達業務委託 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結日から令和７年３月31日（月）まで 

 ⑷ 履行場所 

埼玉県県民生活部共助社会づくり課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和４年埼玉県告示第747

号）に基づき、業種区分「電子計算に関する業務」のＡ等級に格付けされた者

であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加 

  停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止 

  措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

 ⑸ 本件入札の公告日から入札書受付期間の末日までの期間に、入札に参加しよ

うとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（「資本関係又は人的関係

がある者（以下「同族企業」という。）同士の業務委託に係る同一入札への参



加を制限する運用基準 」参照。）。 

 ⑹ ＩＳＭＳ認証又はプライバシーマークの認定を受けていること。 

  ⑺  平成26年度から令和５年度までの期間に、国又は地方公共団体から本件業務

と同種の業務を受託し、誠実に履行した実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県県民生活

部共助社会づくり課ＮＰＯ認証担当 関 電話048-830-2817（直通） 電子メ

ールa2835-12@pref.saitama.lg.jp 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 仕様書の交付方法 

   入札説明書に示す機密保持誓約書の提出を行った者に対して、電子メールに

より交付する。 

 ⑷ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和６年７月８日（月）午前11時ま

で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和６年７月８日（月）午前11時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和６年７月８日（月）午前11時

まで 

 ⑸ 開札の場所及び日時 

   埼玉県県民生活部共助社会づくり課 令和６年７月８日（月）午後２時 

４ その他 



 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項第１号又は第３号の

規定に該当する場合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和６年６月20日（木）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、低入札価格調

査制度に係る調査基準価格を設定しているため、調査基準価格未満の入札があ

った場合は、調査の上、当該入札を行った者を落札者とするか否かを決定する

（詳細は入札説明書による。）。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 



   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和６年６月４日（火）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を受注者

に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

 ⑴ Nature of Services Required: 

   Replacement of Hardware and Network System for the Prefectural  

      Citizens' Activity Center 

 ⑵ Deadline for Submissions: 

   By the electronic bidding system: 11:00 a.m., July 8, 2024 

   By registered mail: 11:00 a.m., July 8, 2024 

   In person: 11:00 a.m., July 8, 2024 

 ⑶ Contact Information: 

    Mutual Social Assistance Division, Department of Public Services 

    Saitama Prefectural Government 

    3-15-1 Takasago, Urawa-ku, Saitama-shi, Saitama-ken 330-9301 

    Phone: 048-830-2817 
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二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
の
指
定
を
解
除
す
る
区
域 

 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
鶴
ヶ
島
市
大
字
五
味
ケ
谷
字
十
三
坊
十
八
番
一
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

鉛
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置 

 
 

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去 

 
 



 

起点は埼玉県入間市東町六

丁目 1237 番 105 の最北端と

する。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
三
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
令
和
六
年
五
月
二
十
二
日
認
可
し
た
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

名
称 

 
 

元
荒
川
上
流
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
行
田
市 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
利
根
川

水
系
福
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
指

定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
、

埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。 

 

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号
（
利
根
川
水
系
福
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）

は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
利
根
川

水
系
小
山
川
、
唐
沢
川
、
女
堀
川
、
清
水
川
、
備
前
渠
川
、
元
小
山
川
、
志
戸
川
、
藤
治
川
、
天

神
川
、
男
堀
川
、
秋
山
川
、
小
平
川
、
間
瀬
川
及
び
稲
聚
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ

る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
、

埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事

務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号
（
利
根
川
水
系
小
山
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
、

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号
（
利
根
川
水
系
女
堀
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）

及
び
令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号
（
利
根
川
水
系
唐
沢
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指

定
）
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 
大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
利
根
川

水
系
御
陣
場
川
及
び
忍
保
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
及

び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
利
根
川

水
系
神
流
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該

指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
本
庄
県
土
整
備
事
務
所
及

び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
利
根
川

水
系
谷
田
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該

指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
利
根
川

水
系
石
田
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該

指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
利
根
川

水
系
中
川
、
綾
瀬
川
、
元
荒
川
、
大
落
古
利
根
川
、
新
方
川
、
毛
長
川
、
辰
井
川
、
毛
長
川
放
水

路
、
伝
右
川
、
古
綾
瀬
川
、
一
の
橋
放
水
路
、
深
作
川
、
原
市
沼
川
、
大
場
川
、
第
二
大
場
川
、

垳
川
、
星
川
、
野
通
川
、
赤
堀
川
、
忍
川
、
会
之
堀
川
、
古
隅
田
川
、
隼
人
堀
川
、
庄
兵
衛
堀
川
、

姫
宮
落
川
、
備
前
堀
川
、
備
前
前
堀
川
、
青
毛
堀
川
、
倉
松
川
、
大
島
新
田
川
、
幸
手
放
水
路
、

午
の
堀
川
、
手
子
堀
川
、
新
槐
堀
川
及
び
権
現
堂
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務

所
、
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備

事
務
所
、
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
八
号
（
利
根
川
水
系
中
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
、

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
三
十
九
号
（
利
根
川
水
系
綾
瀬
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
、

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
号
（
利
根
川
水
系
元
荒
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
、

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
一
号
（
利
根
川
水
系
大
落
古
利
根
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の

指
定
）
及
び
令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
二
号
（
利
根
川
水
系
新
方
川
洪
水
浸
水
想
定
区

域
の
指
定
）
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
水

系
市
野
川
、
新
江
川
、
角
川
、
滑
川
、
粕
川
及
び
新
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所

及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
三
号
（
荒
川
水
系
市
野
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）

は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
水

系
入
間
川
、
横
塚
川
、
小
畔
川
、
南
小
畔
川
、
安
藤
川
、
都
幾
川
、
九
十
九
川
、
飯
盛
川
、
槻
川
、

兜
川
、
館
川
、
雀
川
、
氷
川
、
鳩
川
、
大
谷
木
川
、
毛
呂
川
、
阿
諏
訪
川
、
上
殿
川
、
麦
原
川
、

竜
ヶ
谷
川
、
宿
谷
川
、
長
沢
川
、
北
川
、
葛
川
、
直
竹
川
、
大
沢
川
、
殿
屋
敷
川
、
中
藤
川
、
有

間
川
、
逆
川
、
炭
谷
川
、
湯
の
沢
川
、
霞
川
、
成
木
川
、
葛
川
放
水
路
、
越
辺
川
及
び
高
麗
川
の

洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
指
定
の
区
域
並

び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
、

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
及
び
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。 

 

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
四
号
（
荒
川
水
系
入
間
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）

は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 
大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
水

系
鴨
川
及
び
鴻
沼
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表

す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務

所
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
五
号
（
荒
川
水
系
鴻
沼
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）

及
び
令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
六
号
（
荒
川
水
系
鴨
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）

は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
四
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
水

系
新
河
岸
川
、
柳
瀬
川
、
黒
目
川
、
新
河
岸
川
放
水
路
、
び
ん
沼
川
、
九
十
川
、
不
老
川
、
東
川
、

白
子
川
、
越
戸
川
及
び
谷
中
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時

間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務

所
、
埼
玉
県
朝
霞
県
土
整
備
事
務
所
、
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整

備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
八
号
（
荒
川
水
系
新
河
岸
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
、

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号
（
荒
川
水
系
柳
瀬
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
及

び
令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
五
十
号
（
荒
川
水
系
黒
目
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
は
、

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 
大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
五
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
水

系
吉
野
川
及
び
新
吉
野
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等

を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所

及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
六
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
水

系
和
田
吉
野
川
、
和
田
川
、
九
頭
龍
川
及
び
通
殿
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
東
松
山
県
土
整
備
事
務
所

及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
七
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
水

系
江
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
指
定

の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
八
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
水

系
笹
目
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
指

定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事

務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
三
十
九
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
水

系
菖
蒲
川
及
び
緑
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表

す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
及
び
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事

務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
水

系
荒
川
、
坂
東
沢
川
、
三
沢
川
、
滝
の
入
沢
川
、
日
野
沢
川
、
赤
平
川
、
吉
田
川
、
阿
熊
川
、
石

間
川
、
長
留
川
、
薄
川
、
小
森
川
、
蒔
田
川
、
横
瀬
川
、
定
峰
川
、
生
川
、
小
島
沢
川
、
浦
山
川
、

橋
立
川
、
安
谷
川
、
大
血
川
、
東
谷
川
、
中
津
川
、
神
流
川
、
滝
川
及
び
豆
焼
川
の
洪
水
浸
水
想

定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し

た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
秩
父
県
土
整
備
事
務
所
及

び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
一
号 

 
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
荒
川
水

系
芝
川
、
新
芝
川
、
藤
右
衛
門
川
、
藤
右
衛
門
川
放
水
路
及
び
竪
川
の
洪
水
浸
水
想
定
区
域
を
指

定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想

定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間
等
を
公
表
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
指
定
の
区
域
並
び
に
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
及
び
浸
水
の
継
続
時
間

等
を
表
示
し
た
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
、
埼
玉
県
さ
い
た
ま
県
土
整
備
事
務

所
、
埼
玉
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所
及
び
埼
玉
県
越
谷
県
土
整
備
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。 

 

令
和
二
年
埼
玉
県
告
示
第
五
百
四
十
七
号
（
荒
川
水
系
芝
川
及
び
新
芝
川
洪
水
浸
水
想
定
区
域

の
指
定
）
は
、
令
和
六
年
五
月
二
十
八
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
六
百
四
十
二
号 

 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
六
年
度
及
び
令
和
七
年
度
に
お
い
て
埼
玉
県
が
締
結
す
る
埼
玉
県
立
特
別
支
援

学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な

資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

令
和
六
年
五
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者 

 
 

埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運
行
業
務
の
委
託
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
資

格
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
結
果
、
資
格

を
有
す
る
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
」
と
い
う
。
）

と
し
、
知
事
は
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
を
埼
玉
県
立
特
別
支
援
学
校
ス
ク
ー
ル
バ
ス
運

行
業
務
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

二 

資
格
審
査
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

イ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者 

 

ロ 

埼
玉
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
埼
玉
県
規
則
第
十
八
号
）
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
者 

 

ハ 

十
三
ホ
又
は
ヘ
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
資
格
を
取
り
消
さ
れ
、
当
該
取
消
し
の
日
か
ら

二
年
を
経
過
し
な
い
者 

 

ニ 

暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律

第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
そ
の
事

業
活
動
を
支
配
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
暴
力
団
員
と
の
関
係
が
特
に
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ

っ
て
、
知
事
が
不
適
格
で
あ
る
と
認
め
る
者 

 

ホ 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者 

 
 

⒧ 

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
三
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
免
許
若
し
く
は
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
又
は
当
該

免
許
若
し
く
は
許
可
を
受
け
て
二
年
以
上
経
過
し
て
い
な
い
者 

 
 

⑵ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
一
般
貸
切
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
免
許

若
し
く
は
許
可
を
受
け
て
い
な
い
者
又
は
当
該
免
許
若
し
く
は
許
可
を
受
け
て
五
年
以
上

経
過
し
て
い
な
い
者 

 
 

⑶ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
受
け



た
期
間
が
、
通
算
で
五
年
未
満
の
者 

 

ヘ 

運
行
業
務
に
必
要
な
許
可
を
受
け
ら
れ
な
い
者 

三 
資
格
及
び
格
付 

 
 

資
格
は
、
業
務
の
規
模
及
び
執
行
予
定
額
に
応
じ
て
、
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
の
三
等
級
に
区
分
し

て
定
め
る
。 

四 

資
格
審
査 

 
 

資
格
審
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。 

 

イ 

売
上
額 

 

ロ 

経
営
規
模 

 
 

⒧ 

自
己
資
本
の
額 

 
 

⑵ 

道
路
運
送
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
事
業
用
自
動
車
の
台
数 

 
 

⑶ 

従
業
員
の
数 

 

ハ 

経
営
状
況 

 
 

⒧ 

流
動
比
率 

 
 

⑵ 

総
資
本
経
常
利
益
率 

 
 

⑶ 

固
定
資
産
自
己
資
本
比
率 

 

ニ 

営
業
期
間 

 

ホ 

免
許
、
許
可
又
は
過
去
の
業
務
実
績 

 

ヘ 

障
害
者
雇
用
状
況 

 

ト 

環
境
配
慮
状
況 

五 

資
格
審
査
の
申
請
方
法 

 
 

資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
様
式
の
申
請

書
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
（
そ
の
作
成

に
代
え
て
電
磁
的
記
録
の
作
成
が
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）

を
添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

イ 

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票 

 

ロ 

営
業
経
歴
書
（
営
業
を
開
始
し
た
日
か
ら
現
在
ま
で
の
営
業
経
歴
を
記
載
し
た
も
の
） 

 

ハ 

営
業
所
一
覧
表 

 

ニ 

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 
 

⒧ 

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登

記
事
項
証
明
書
（
履
歴
事
項
全
部
証
明
書
又
は
現
在
事
項
全
部
証
明
書
） 

 
 

⑵ 

決
算
報
告
書
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業
年
度
の
決
算
に
係
る
も
の
。
た

だ
し
、
申
請
日
時
点
で
、
法
人
設
立
後
一
年
に
満
た
な
い
も
の
に
あ
っ
て
は
、
提
出
可
能

な
決
算
に
係
る
も
の
） 



 

ホ 

申
請
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類 

 
 

⒧ 

市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
が
発
行
す
る
身
分
証
明
書
の
写
し 

 
 

⑵ 

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書 

 
 

⑶ 
所
得
税
確
定
申
告
書
等
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
申
告
に
係
る
も
の
） 

 

ヘ 

県
民
税
及
び
事
業
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し
（
申
請
日
の
直
前
一
年
間
の
事
業
年
度
に
係

る
も
の
）
（
法
人
県
民
税
及
び
事
業
税
に
あ
っ
て
は
埼
玉
県
内
の
事
業
所
に
係
る
も
の
、
個

人
県
民
税
に
あ
っ
て
は
埼
玉
県
内
の
住
所
地
に
係
る
も
の
） 

 

ト 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
納
税
証
明
書
の
写
し 

 

チ 

障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
写
し
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
る
事
業
者
で
、
障
害
者
法
定
雇
用
率
を
達
成
し
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 

リ 

障
害
者
雇
用
の
証
明
書
（
障
害
者
雇
用
状
況
報
告
書
の
提
出
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い

事
業
者
で
、
障
害
者
雇
用
を
行
っ
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 

ヌ 

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証
取
得
登
録
証
、
埼
玉
県
エ
コ
ア
ッ
プ
認
証
書
又
は
エ
コ
ア
ク
シ

ョ
ン
２
１
認
証
・
登
録
証
の
写
し
（
認
証
を
受
け
て
い
る
場
合
の
み
必
要
と
す
る
。
） 

 

ル 

委
任
状
（
入
札
、
契
約
、
代
金
の
請
求
又
は
受
領
等
を
代
理
人
に
委
任
す
る
場
合
の
み
必

要
と
す
る
。
） 

 

ヲ 

在
籍
証
明
一
覧
表 

 

ワ 

運
行
業
務
に
必
要
な
許
可
に
係
る
証
明
書
等
の
写
し
（
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項

目
票
及
び
営
業
所
一
覧
表
に
お
い
て
指
定
す
る
も
の
） 

 

カ 

申
請
者
が
被
保
佐
人
、
被
補
助
人
又
は
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
は
、
契
約
締
結
の
た
め
に

必
要
な
同
意
を
し
て
い
る
者
が
発
行
す
る
同
意
書 

 

ヨ 

申
請
者
が
成
年
被
後
見
人
で
あ
る
場
合
は
、
成
年
後
見
人
が
発
行
す
る
同
意
書 

六 

申
請
書
の
配
布
及
び
提
出
場
所 

 
 

〒
三
三
〇
―
九
三
〇
一 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

埼
玉
県

庁
第
二
庁
舎
十
階 

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
特
別
支
援
教
育
課
総
務
・
振
興
助
成
担
当 

 

電
話
〇
四
八
―
八
三
〇
―
六
八
八
五 

電
子
メ
ー
ル

a
6
8
8
0
@
p
r
e
f
.
s
a
i
t
a
m
a
.
l
g
.
j
p
 

七 

資
格
審
査
の
申
請
時
期 

 
 

申
請
者
は
、
随
時
に
、
申
請
書
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

八 

申
請
者
へ
の
通
知 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
の
結
果
を
当
該
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

九 

資
格
の
有
効
期
間 

 
 

資
格
を
認
定
し
た
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

十 

申
請
書
等
の
作
成
に
用
い
る
言
語
等 

 

イ 

申
請
書
及
び
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票
は
、
日
本
語
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な



ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
書
類
で
外
国
語
で
記
載
し
て
あ
る
も
の
は
、
日
本
語
の
訳
文

を
付
記
し
、
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
ロ 

申
請
書
及
び
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
項
目
票
の
金
額
は
、
日
本
国
通
貨
に
よ
り
表

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
以
外
の
書
類
で
外
国
通
貨
に
よ
り
金
額
を
表
示
し

て
あ
る
も
の
は
、
日
本
国
通
貨
に
換
算
し
た
金
額
表
示
を
付
記
し
、
又
は
添
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 
 

 

な
お
、
日
本
国
通
貨
へ
の
換
算
に
当
た
っ
て
は
、
出
納
官
吏
事
務
規
程
（
昭
和
二
十
二
年

大
蔵
省
令
第
九
十
五
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す
る
外
国
貨
幣
換
算
率
の
例
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

十
一 

資
料
の
提
出
要
求
等 

 
 

知
事
は
、
資
格
審
査
に
際
し
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
資
料
の
提
出
若
し
く
は
提
示
又
は
説
明

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

十
二 

変
更
等
の
届
出 

 
 

申
請
書
の
提
出
後
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
営
業
を
休
止
し
、
若
し

く
は
廃
止
し
た
場
合
又
は
営
業
の
停
止
命
令
を
受
け
た
場
合
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知
事
に

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

イ 

商
号
、
名
称
又
は
氏
名 

 

ロ 

代
表
者
又
は
代
理
人 

 

ハ 

住
所
又
は
所
在
地
（
代
理
人
の
住
所
又
は
所
在
地
を
含
む
。
） 

 

ニ 

資
本
金
の
額 

 

ホ 

電
話
番
号
及
び
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
番
号 

 

ヘ 

登
録
、
免
許
、
許
可
等
に
関
す
る
事
項 

 

ト 

障
害
者
雇
用
状
況 

 
 

チ 

環
境
配
慮
状
況 

十
三 

資
格
の
取
消
し 

 
 

知
事
は
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
者
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資

格
の
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

二
イ
、
ロ
又
は
ニ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
な
っ
た
と
き
。 

 

ロ 

営
業
に
関
し
必
要
な
登
録
、
免
許
、
許
可
等
の
取
消
し
を
受
け
た
と
き
。 

 

ハ 

申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書
類
等
に
故
意
に
虚
偽
の
事
項
を
記
載
し
た
と
き
。 

 

ニ 

経
済
的
信
用
を
著
し
く
欠
く
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

ホ 

私
的
独
占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十

四
号
）
第
三
条
又
は
第
八
条
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
て
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
排
除
措
置

命
令
、
課
徴
金
納
付
命
令
又
は
告
発
を
受
け
た
場
合
で
、
極
め
て
悪
質
で
あ
る
と
知
事
が
認



め
た
と
き
。 

 

へ 

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
六
第
二
項
に
規
定
す
る
罪
に
係

る
被
疑
者
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
又
は
逮
捕
を
経
ず
に
起
訴
さ
れ
た
場
合
で
、
極
め
て
悪
質
で

あ
る
と
知
事
が
認
め
た
と
き
。 

 

ト 

安
全
運
行
の
確
保
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。



別記様式                                             新規 ・ 更新 

処 
理 
欄 

受付日 
 
     年  月  日 

               
        
   市 町 村 

 
 
 

登録番号 
           
 

                             処理欄には記入しないでください。 

 
埼玉県立特別支援学校スクールバス運行業務一般競争入札参加資格審査申請書 

 

 埼玉県が行う令和６年度及び令和７年度の埼玉県立特別支援学校のスクールバス
運行業務の一般競争入札に参加したいので、関係書類を添えて資格審査を申請いた
します。 
 また、この申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないことを宣
誓します。 

令和  年  月  日  
（宛先） 
    埼玉県知事 
         
 申 請 者  （〒   －    ） 

住所又は所在地 
（ふりがな） 
商号又は名称                      
（ふりがな） 
代表者職・氏名                               
電話番号     （     －     －    ） 

 
 ○添付書類 
 ※１ 一般競争入札参加資格審査項目票 

 ※２ 営業経歴書（営業を開始した日から現在までの営業経歴を記載したもの） 

 ※３ 営業所一覧表 

 ※４ 申請者が法人の場合：次に掲げる書類 

   ⒧ 商業登記法第１０条第１項に規定する登記事項証明書 

   ⑵ 決算報告書の写し（申請日の直前１年間の事業年度の決算に係るもの） 

  ５ 申請者が個人の場合：次に掲げる書類 

  ※⒧ 市町村長（特別区の区長を含む。）が発行する身分証明書の写し 

   ⑵ 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない旨の誓約書 

  ※⑶ 所得税確定申告書等の写し（申請日の直前１年間の申告に係るもの） 

 ※６ 県民税及び事業税の納税証明書の写し

（申請日の直前１年間の事業年度に係るもの）（法人県民税及び事業税にあって

は埼玉県内の事業所に係るもの、個人県民税にあっては埼玉県内の住所地に係

るもの） 

 ※７ 消費税及び地方消費税の納税証明書の写し 

  ８ 障害者雇用状況報告書の写し（障害者雇用状況報告書の提出が義務付けられ

ている事業者で、障害者法定雇用率を達成している場合のみ必要とする。） 

  ９ 障害者雇用の証明書（障害者雇用状況報告書の提出が義務付けられていない

事業者で、障害者雇用を行っている場合のみ必要とする。） 

  10 ＩＳＯ１４００１認証取得登録証、埼玉県エコアップ認証書又はエコアクシ

ョン２１認証・登録証の写し（認証を受けている場合のみ必要とする。） 

  11 委任状（入札、契約、代金の請求又は受領等を代理人に委任する場合のみ必

要とする。） 

 ※12 在籍証明一覧表 

 ※13 運行業務に必要な許可に係る証明書等の写し（一般競争入札参加資格審査項

目票及び営業所一覧表において指定するもの） 

  14 同意書（５⑵の誓約書を提出できない場合のみ必要とする。） 

 

 （注）番号の前に※印を付してある書類は、添付を省略することができないもので

す。 



申請日直前の事業年度２年間における契約状況  

（１）バス業務 

乗合・貸切・特定 契約者 業務の内容 契約金額 契約期間 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 
 

 
 

 
 

 
 

         年  月～ 
         年  月 

 

 

（２）バス業務以外 

発注者 業務の内容 契約金額 契約期間又は契約日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（注）１ ２年間における主な業務で、契約金額の高いものから記載すること。 

   ２ 契約が毎年更新されている場合も、合算せずに契約ごとに記載すること。 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   ＤｏｃｕＷｏｒｋｓソフトウェアライセンスの調達 8,147ライセンス 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

    入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期限 

   令和６年７月31日（水） 

 ⑷ 納入場所 

   埼玉県警察本部警務部警務課長が指定する場所 

 ⑸ 入札方法 

   本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。 

   なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（令和４年埼玉県告示第747 

  号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた者であること。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-8533 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県警察本部



総務部財務局会計課調度係 二瓶 電話048-832-0110 内線2244 

 ⑵ 入札説明書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「入札情

報公開システム」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から令和６年６月27日（木）午前９時50

分まで 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和６年６月26日（水）午後５時

まで 

     なお、書留郵便によること。 

   (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から令和６年６月27日（木）午前９時

50分まで 

     なお、代理人が入札書を持参する場合は、委任状を提出すること。 

 ⑷ 開札の場所及び日時 

   埼玉県警察本部総務部財務局会計課 令和６年６月27日（木）午前10時 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、

免除する。 

  イ 契約保証金 

    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場



合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で令和６年６月21日（金）午後３時までに提出し、競争入

札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出

した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を令和６年６月４日（火）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ送付すること。 

 ⑼ 支払条件 

     発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 

 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。 

５ Summary 

 ⑴ Nature and quantity of the products to be purchased: Purchase of     



    DocuWorks software license, 8,147 licenses 

 ⑵ Time‐limit for tender: 

     [By the electronic tender system] by 9:50 a.m. on June 27, 2024  

     [By registered mail] by 5:00 p.m. on June 26, 2024  

     [In person] by 9:50 a.m. on June 27, 2024 

⑶ Contact point for the notice: Property Management Group, Finance  

Division, Finance Bureau, General Affairs Department, Saitama  

Prefectural Police Headquarters, 3-15-1 Takasago, Urawa-ku,  

Saitama-shi, Saitama-ken 330-8533, Telephone: 048-832-0110  

(Ext. 2244) 
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